
平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
受
け
付
け
を
開
始

給
付
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
世
帯

に
８
月
上
旬
か
ら
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

申
請
期
間
　
８
月
４
日
㈫
〜
12
月
28
日
㈪

対
平
成
27
年
１
月
１
日
に
、
所
沢
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
27
年
度
の
市
民
税

（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
方
（
市
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
・

生
活
保
護
受
給
者
な
ど
は
除
く
）

給
付
額

　
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
千
円

◎
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

問
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
7
０
１
２
０

-

８
５
０

-

２
２
６

振
り
込
め
詐
欺
が
多
発
！

市
内
で
24
件
、
約
７
、
０
０
７
万
円
の

被
害
が
発
生
（
７
月
21
日
現
在
）
。

◆
最
近
、
犯
人
が
よ
く
使
用
す
る
言
葉

▼
「
電
車
に
カ
バ
ン
を
忘
れ
た
。
す
ぐ

に
お
金
が
必
要
」
な

ど
と
言
い
、
困
っ
て

い
る
こ
と
を
訴
え
る

▼
「
携
帯
電
話
を
失

く
し
た
の
で
新
し
い

番
号
を
登
録
し
て
」
「
会
社
か
ら
携
帯
電

話
を
支
給
さ
れ
た
か
ら
こ
の
番
号
を
登
録

し
て
」
と
犯
人
の
電
話
番
号
を
登
録
さ
せ

た
後
、
登
録
し
た
番
号
で
掛
け
て
、
息
子

や
孫
だ
と
信
用
さ
せ
る

◆
怪
し
い
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
ら

▼
い
っ
た
ん
電
話
を
切
っ
て
、
息
子
や

孫
に
事
実
を
確
認
（
携
帯
電
話
な
ら
古
い

番
号
に
掛
け
る
）
▼
家
族
や
警
察
に
相
談

▼
知
ら
な
い
人
に
は
絶
対
に
お
金
を
渡
さ

な
い
▼
普
段
か
ら
留
守
番
電
話
を
活
用

問
防
犯
対
策
室
☎
２
９
９
８

-

９
０
９
０

国
民
年
金
保
険
料
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

▼
高
齢
に
な
っ
た
と
き
に
受
給
で
き
る
老

齢
基
礎
年
金
▼
事
故
や
病
気
な
ど
で
障
害

者
に
な
っ
た
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
▼
生

計
の
中
心
者
を
失
っ
た
と
き
に
遺
族
に
支

給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
は
、

期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料

　
月
額
１
５
、
５
９
０
円

留
意
事
項

　
▼
原
則
２
年
を
経
過
し
た
保

険
料
は
納
付
不
可
▼
平
成
24
年
10
月
か

ら
27
年
９
月
ま
で
の
時
限
措
置
で
、
過

去
10
年
分
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
可
能

▼
納
付
書
が
な
い
方
は
所
沢
年
金
事
務

所
☎
２
９
９
８

-

０
１
７
０
へ
連
絡

問
市
民
課
国
民
年
金
担
当

　
☎
２
９
９
８

-
９
０
９
５

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
、
母
、
ま
た
は
養
育
者

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父
ま
た
は

母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父
ま
た
は
母
に
一

定
の
障
害
が
あ
る
児
童
④
そ
の
他
の
理
由

で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童
な
ど

対
象
医
療
費
　
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担

金
（
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
金
を
除

く
）

留
意
事
項
　
▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年

の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
制
度
を
利
用

す
る
に
は
申
請
が
必
要
▼
申
請
者
や
そ

の
配
偶
者
お
よ
び
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
る
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所
得
制

限
あ
り
▼
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
（
母

子
生
活
支
援
施
設
・
通
園
施
設
な
ど
を

除
く
）
な
ど
に
入
所
の
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８-
９
１
２
４

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
案
内
を
郵
送

同
手
当
の
対
象
者
に
、
案
内
を
郵
送
し

ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
８
月
分

以
降
の
手
当
が
差
し
止
め
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間
　
８
月
３
日
㈪
〜
31
日
㈪

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８-

９
１
２
４

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を
郵
送

同
手
当
の
対
象
者
に
、
８
月
上
旬
に
現

況
届
を
郵
送
し
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が

な
い
と
８
月
分
以
降
の
手
当
が
差
し
止
め

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間

　
８
月
11
日
㈫
〜
31
日
㈪

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８-

９
２
２
３

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・

経
過
的
福
祉
手
当
の
現
況
届
を
郵
送

同
手
当
の
対
象
者
に
、
８
月
上
旬
に
現

況
届
を
郵
送
し
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が

な
い
と
８
月
分
以
降
の
手
当
が
差
し
止
め

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間
　
８
月
11
日
㈫
〜
31
日
㈪

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
１
６

難
病
患
者
見
舞
金

対
市
内
在
住
で
、
指
定
難
病
医
療
受
給
者

証
、
特
定
（
指
定
）
疾
患
医
療
受
給
者

証
ま
た
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受

給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
（
所

沢
市
重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
・
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経

過
的
福
祉
手
当
受
給
者
を
除
く
）

見
舞
金
　
２
万
５
千
円

◎
平
成
26
年
度
ま
で
受
給
し
て
い
た
方
も

申
請
で
き
ま
す
。
な
お
、
27
年
度
以
降
は
、

１
人
１
回
限
り
の
支
給
で
す
。

申
問
受
給
者
証
、
印
鑑
、
振
込
先
金
融
機

関
の
本
支
店
名
・
口
座
番
号
（
20
歳
以

上
の
方
は
本
人
名
義
の
口
座
）
を
持
参

の
上
、
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課
☎
２

９
９
８

-
９
１
１
６
へ
直
接

小
手
指
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

施
設
改
修
工
事
に
よ
る
臨
時
休
館

▼
体
育
館
…
９
月
１
日
㈫
〜
３
月
31
日

㈭
（
予
定
）
▼
公
民
館
…
11
月
19
日
㈭
〜

12
月
２
日
㈬
（
予
定
）

◎
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
な
ど
の
業
務
、
ロ
ビ
ー
端
末
、
コ
ピ

ー
機
な
ど
は
利
用
で
き
ま
す
。

問
小
手
指
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
４
８

-

１
２
９
５

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用

促
進
運
動
（
８
月
１
日
㈯
〜
31
日
㈪
）

６
歳
未
満
の
乳
幼

児
を
乗
せ
る
場
合
は

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は

自
動
車
の
後
部
座
席

で
も
着
用
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
交
付
金

対
環
境
保
全
効
果
の
高
い
営
農
活
動
を
行

う
農
業
者
団
体

交
付
金
額
　
８
千
円
／
10
ア
ー
ル

問
農
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
８

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

従
業
員
の
退
職
金
の
掛
け
金
の
一
部
を

国
や
市
が
補
助
し
ま
す
。
掛
金
は
全
額
非

課
税
・
手
数
料
不
要
で
、
パ
ー
ト
の
た
め

の
特
例
掛
金
月
額
も
あ
り
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７

空
間
放
射
線
量
の
測
定
結
果

市
内
10
カ
所
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
平

常
時
の
放
射
線
量
の
限
度
（
自
然
放
射
線

な
ど
を
除
く
）
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
。

測
定
日
　
７
月
10
日

測
定
結
果

　
０
・
03
〜
０
・
05
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
／
時

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

-

９
２
３
０

都
市
計
画
案
・
事
業
計
画
案
の
縦
覧
や

保
全
地
域
の
指
定
な
ど
に
関
す
る

原
案
説
明
会
お
よ
び
縦
覧

案
に
対
し
、
意
見
が
あ
る
方
は
、
意
見

書
を
提
出
で
き
ま
す
。

◆
所
沢
駅
西
口
北
街
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
の
都
市
計
画
の
案
な
ら
び
に

関
連
す
る
都
市
計
画
の
案

計
画
案
の
縦
覧

　
８
月
３
日
㈪
〜
17
日
㈪

／
市
役
所
２
階
中
心
市
街
地
整
備
課

◎
市
HP
（
「
西
口
北
街
区
」
で
検
索
）
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内

で
事
業
を
営
む
方
、
市
内
に
土
地
ま
た

は
建
築
物
を
所
有
し
て
い
る
方
、
利
害

関
係
の
あ
る
方

申
問
８
月
３
日
㈪
か
ら
17
日
㈪
ま
で
に
、

中
心
市
街
地
整
備
課
☎
２
９
９
８

-

９

３
６
６
へ
直
接
・
郵
送

◆
所
沢
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
（
市

施
行
）
の
事
業
計
画
の
案

計
画
案
の
縦
覧
　
８
月
11
日
㈫
ま
で
／
市

役
所
２
階
中
心
市
街
地
整
備
課

◎
市
HP
（
「
西
口
土
地
区
画
整
理
」
で
検

索
）
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

対
事
業
区
域
内
お
よ
び
周
辺
に
土
地
ま
た

は
建
築
物
を
所
有
し
て
い
る
方
、
利
害

関
係
の
あ
る
方

申
８
月
25
日
㈫
ま
で
に
、
県
・
市
街
地
整

備
課
☎
０
４
８

-

８
３
０

-

５
３
８
６

へ
直
接
・
郵
送

問
中
心
市
街
地
整
備
課

　
☎
２
９
９
８

-

９
３
６
６

◆
所
沢
東
町
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
（
組
合
施
行
）
の
事
業
計
画
の
案

計
画
案
の
縦
覧

　
８
月
18
日
㈫
〜
31
日
㈪

／
市
役
所
２
階
中
心
市
街
地
整
備
課

◎
市
HP
（
「
所
沢
東
町
」
で
検
索
）
で
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

対
事
業
区
域
内
お
よ
び
周
辺
に
土
地
ま
た

は
建
築
物
を
所
有
し
て
い
る
方
、
利
害

関
係
の
あ
る
方

申
８
月
18
日
㈫
か
ら
９
月
14
日
㈪
ま
で
に
、

県
・
市
街
地
整
備
課
☎
０
４
８

-

８
３

０

-

５
３
８
６
へ
直
接
・
郵
送

問
中
心
市
街
地
整
備
課

　
☎
２
９
９
８

-

９
３
６
６

◆
三
ケ
島
二
丁
目
地
内
に
お
け
る
里
山
保

全
地
域
の
指
定

原
案
説
明
会
　
８
月
22
日
㈯
午
前
10
時
〜

／
市
役
所
６
階
６
０
４
会
議
室

原
案
の
縦
覧
　
８
月
24
日
㈪
〜
９
月
７
日

㈪
／
市
役
所
５
階
み
ど
り
自
然
課

対
市
内
在
住
の
方
、
利
害
関
係
の
あ
る
方

申
問
８
月
24
日
㈪
か
ら
９
月
７
日
㈪
ま
で

に
、
み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８

-

９

３
７
３
へ
直
接
・
郵
送

夜間納税・相談窓口

　災害、けが、病気、
失業などで収入が著し
く減り、納期限までに
納められないときは、
お早めにご相談くださ
い。電話による納税相
談も受け付けます。

▼  納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
　☎２９９８‐９０７３

８月８日㈯・22日㈯
午前８時30分～午後０時30分８月の休日開庁日

超親切な市役所へ！

休日開庁（毎月第２・第４土曜日の午前中）

◎取り扱い業務の詳細は、事前にお問い合わせの上、
お越しください。

8月31日㈪は

の納期限です

◆市・県民税（第２期）
◆国民健康保険税（第２期）

開
設
日

８月３日㈪・31日㈪、
９月１日㈫
午後５時15分～８時

取り扱い業務 開庁窓口
①転入・転出・転居な
どの異動届②印鑑登録
③住民票・印鑑登録証
明書・戸籍謄抄本証明
書などの交付④住民基
本台帳カードの申請・
交付⑤国民年金の手続
き

市役所１階市民課
①～④☎２９９８‐９０８７
⑤☎２９９８‐９０９５
（国民年金担当）

⑥国民健康保険の手続
き⑦後期高齢者医療制
度に関する相談

同１階国民健康保険課
⑥☎２９９８‐９１３１
⑦☎２９９８‐９２１８
（後期高齢者医療制度担当）

⑧納税証明書、課税・
非課税証明書の交付

市民税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０６４

⑨市税・国民健康保険
税の納付⑩納税相談

収税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０７３

上記⑦⑩を除く業務 まちづくりセンター
（並木を除く）

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ Eメール

情 報 館
【情報館】・特にことわりのないものは８月３日㈪から申し込みを受け付けます。・費用などの記載がないものは無料です。
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